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建
設
業
者
表
彰
と
は
？

建
設
業
者
表
彰
は
、
建
設
技
術
の
向
上
や

施
工
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
で
、
優
れ
た
社

会
資
本
の
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

前
年
度
に
完
成
し
た
市
発
注
の
工
事
の
う

ち
、
成
績
評
定
が
優
れ
た
業
者
を
優
良
工
事

施
工
業
者
と
し
て
市
が
認
定
し
、
さ
ら
に
そ

の
中
か
ら
、
他
の
模
範
と
な
る
工
事
の
施
工

業
者
と
担
当
技
術
者
を
表
彰
す
る
も
の
で
す
。

富
士
市
建
設
業
者
表
彰

他
の
模
範
と
な
る
工
事
の
施
工
業
者
な
ど
を
表
彰
し
ま
し
た

契
約
検
査
課
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市
で
は
、
毎
年
7
月
に
建
設
業
者
表
彰
式
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
優
良
工

事
施
工
業
者
に
認
定
証
を
交
付
し
、
そ
の
う
ち
、
他
の
模
範
と
な
る
工
事

を
完
成
さ
せ
た
施
工
業
者
と
技
術
者
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

問 合 せ

▲�詳しくは
こちら

お知らせ●優良工事施工業者
工 種 社 名

土木一式

㈱石井組、中野建設㈱、平和建設㈱、
㈱佐野組、㈱中村組、㈱渡辺組、㈱井出
組、㈲成高総業、㈱睦建設、㈲旭洋建設、
井出徳建設㈱、㈱ＷＡＴＡＫＯ、植田建設㈱

建築一式 ㈱藤島組、井上建設㈱、平和建設㈱、
㈱井出組

電気 富士電設㈱
管

（給排水衛生設備） ㈱服部設備
管

（空調設備） ㈱遠藤管工設備

管
（上水道）

㈱アイワ、㈱カンセツ、㈱駿河設備、
㈱服部設備、㈱ラズビック、㈲秋山配
管工業所、㈲宮本設備、㈱仲神設備

舗装 司道路㈱
防水 ㈱三和工務店、㈱翔丸

●表彰者（施工業者・担当技術者（敬称略））
工 種 技術者名（社名）

土木一式

石川好彦 (㈱石井組 )、渡邉久志 (中野
建設㈱ )、小林恭之 (平和建設㈱ )、
久保君廣(㈱佐野組)、齋藤巧(㈱中村組)、
金森政哲 (㈱渡辺組 )

建築一式 望月裕太 (㈱藤島組 )、福原孝敏 (井上
建設㈱ )

管
（空調設備） 加藤剛 (㈱遠藤管工設備 )
管

（上水道） 服部鷹彦 (㈱アイワ )

こ
の
表
彰
制
度
は
昭
和
50
年
度
に
始
ま

り
、
認
定
制
度
は
平
成
17
年
度
か
ら
実
施
し

て
い
ま
す
。

今
年
も
ロ
ゼ
シ
ア
タ
ー

で
表
彰
式
を
行
い
、
31

件
・
28
社
に
対
し
て
認

定
証
を
交
付
し
、
そ
の

中
か
ら
10
社
・
10
人
を

表
彰
し
ま
し
た
。

お知らせ

▲�詳しくは
こちら

納
税
は
国
民
の
義
務
で
す

納
税
は
国
民
の
三
大
義
務
の
1
つ
で
す
。

納
め
ら
れ
た
税
金
は
、福
祉
や
医
療
、教
育
、

道
路
・
河
川
・
公
共
施
設
整
備
及
び
維
持
管

理
、
そ
の
ほ
か
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

市
税
を
滞
納
す
る
と
、
納
期
ど
お
り
に
納

め
て
い
る
大
多
数
の
人
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、市
の
財
政
を
圧
迫
し
、

財
源
を
確
保
で
き
な
く
な
り
、
道
路
整
備
や

教
育
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
ま
す
。

税
金
を
納
め
ず
放
置
す
る
と
…

滞
納
期
間
や
税
額
に
よ
っ
て
は
延
滞
金
が

発
生
し
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
よ
り
多
く

納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
せ
ず
、
督
促

に
も
応
じ
な
い
場
合
、
市
は
滞
納
処
分
を
執

行
し
ま
す
。
勤
務
先
や
金
融
機
関
な
ど
を
調

査
し
、
給
与
・
預
貯
金
・
生
命
保
険
な
ど
の

債
権
、
不
動
産
・
自

動
車
な
ど
の
財
産
を

差
し
押
さ
え
ま
す
。

滞
納
か
ら
滞
納
処
分
ま
で
の
流
れ

❶
督
促
状
の
発
送

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
し
て
い
な
い
場

合
、
督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。

※
督
促
状
の
発
送
日
か
ら
10
日
が
過
ぎ
る

と
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

❷
財
産
の
差
押
え

調
査
し
て
判
明
し
た
財
産
（
給
与・預
貯
金・

生
命
保
険
・
売
掛
金
・
賃
料
な
ど
の
債
権
や

不
動
産
、
自
動
車
な
ど
）
を
差
し
押
さ
え
ま

す
。

❸
換
価
・
配
当

差
し
押
さ
え
た
財
産
は
「
取
立
」
や
「
公

売
」
に
よ
り
換
価
（
換
金
）
し
、
滞
納
金

（
市
税
、
延
滞
金
な
ど
）
に
充
て
ま
す
。

税
金
の
納
付
は
納
期
限
内
に
！

11
・
12
月
は
、
県
内
一
斉
の
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

収
納
課�

☎（
55
）2
7
3
0�

☎（
55
）2
7
7
1�

（
55
）0
0
6
3

収
納
課
特
別
債
権
回
収
室　
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9
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4
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そ
れ
ぞ
れ
の
税
に
は
、
納
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
延
滞
金
や
差
押

え
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
期
日
を
守
っ
て
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

問 合 せ

�

災
害
や
病
気
、
失
業
や
事
業
の
廃
止

な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り

納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場
合

は
、
早
め
に
収
納
課
ま
た
は
特
別
債

権
回
収
室
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▲今年の表彰式の様子


